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【会社設立サポート】

サービス内容 司法書士報酬

設立相談費用 定款作成費用 登記代行手数料 定款に必要な印紙代 公証人定款認証手数料 設立登記時登録免許税　

０円 44,000円～ ０円！ ０円！ 不　要 60,000円

設立相談費用 定款作成費用 登記代行手数料 定款に必要な印紙代 公証人定款認証手数料 設立登記時登録免許税　

０円 55,000円～ ０円！ ０円！ 約52,000円 150,000円～

最短３日～１週間前後で設立可能です！(合同会社・株式会社いずれも正式にごいただいてからの期間です）

※定款作成費用は定款の内容によって変動します。（最安55,000円は原則として株式譲渡制限会社設立などの場合です。）

※合同会社・株式会社以外の法人設立は別途お見積いたします！（一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等）

【会社設立サポートオプションメニュー】

サービス内容

司法書士による
設立登記申請代理

税理士による
設立時税務署等届出代理

社会保険労務士による
設立時社会保険関係届出代理

※上記サービスは提携先士業に依頼します。

※上記以外のオプション・サービスもご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

【資金調達支援オプション】

サービス内容

着手金 成功報酬

交付申請金額の

８％
交付決定金額の

１２％

※上記報酬率は、申請の内容及び難易度により変更となる場合がありますので、予めご了承ください。

【許認可メニュー】

行政書士報酬 法定費用(実費）

建設業許可申請
（県知事、新規）

154,000円 申請時県証紙代
90,000円

産業廃棄物収集運搬業
許可申請(新規)

143,000円
申請時県証紙代

88,000円

風俗営業許可申請 143,000円 申請時県証紙代
27,000円

飲食業許可申請 66,000円 喫茶店9,600円
飲食店16,000円

古物商許可申請 77,000円 申請時県証紙代
19,000円

建設業許可
（更新）

55,000円 申請時県証紙代
50,000円

建設業許可
（決算変更届）

33,000円 ―

建設業経審
（経営規模等評価等申請）

88,000円

申請時県証紙代
11,000円～

※申請1業種あたり
600円かかります。

必要書類の
収集代行サービス

4,800円
書類交付に必要な

手数料等

【契約書・ビジネス文書】

サービス内容

ビジネス文書　等
（※あまり考案を要しないもの）

契約書　等
（※考案を要するもの）

【セミナー開催・講師】
サービス内容

セミナー講師

備　考

文書の内容や作成難易度によって金額は変更になる場合がございますので、予めご了承下さい。
お問い合わせ下されば、別途お見積致します。

備　考

左記の料金は目安です。セミナーの趣旨やご予算に応じて別途お見積致します。
交通費等の実費が別途必要になります。

弊社にお支払いいただく金額です。
(税込)

33,000円/時間

弊社にお支払いいただく金額です。
(税込)

5,500円/Ａ４用紙１ページ程度　～

11,000円/Ａ４用紙１ページ程度　～

費用
弊社にお支払いいただく金額です。

(税込)サービス内容 備　考

申請にあたり必要になってくる書類（会社登記簿謄本や取締役の身分証明など）を、ご本人様に代理
して収集します！
お役所に行くこともできない程忙しい方でも、安心してお任せいただけます！

らくらく資金調達
お任せサービス

備　考

創業融資、各種補助金等の申請書類一式（事業計画書等）の作成、
支援から提出まで徹底サポートします！

行政書士報酬
弊社にお支払いいただく金額です。

(税込)

法定費用（実　費）
官公署等に支払う必ず必要な費用です。(税込)

行政書士報酬
弊社にお支払いいただく金額です。

(税込)

合同会社設立コース

株式会社設立コース

弊社にお支払いいただく金額です。
(税込)

38,500円程度

66,000円程度

22,000円程度

　報酬・料金表

備　考

会社を設立するには法務局に必要申請書類を提出して設立登記をしなければなりません。
本サービスでは、申請書類の作成および提出を司法書士に依頼します。

会社を設立した場合、税務署・都道府県税事務所・市町村へ届出が必要になります。
本サービスでは、届出書類の作成および提出を税理士に依頼します。

会社を設立した場合、日本年金機構等へ社会保険関係の届出が必要になります。
本サービスでは、届出書類の作成および提出を社会保険労務士に依頼します。

お客様ご自身で

登記される場合は

法定費用40,000円が…
スマイル価格！電子認

お客様ご自身で

登記される場合は

法定費用40,000円が…
スマイル価格！電子認

※資本金が2､143万円

以上の会社は資本金の

0.7％の額の登録免許税

がかかります

◆先の金額は概算価格です。

申請の難易度や、収集書類、作成書類の種類や量により金額は異なります。

（もちろん安くなる場合もございます）。

正式な金額は、打ち合わせのうえお見積りいたします。

◆左記の金額で、書類の作成から行政機関への提出まで代行いたします。
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